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１ 計画策定の目的及び背景 

本県では、平成１７年３月に特定鳥獣保護管理計画（イノシシ)（平成１７年度～平成２３年

度）を策定し、計画的なイノシシの保護管理事業を通して、農林業被害の軽減と地域個体群の

保存を図ってきたが、イノシシによる農作物被害は、耕作放棄地の増加など集落がイノシシに

とって出没しやすい生息環境となっていることなどにより、平成２０年度以降ほぼ横ばいの状

況であった。 

このような状況を踏まえ、平成２４年度以降においても引き続き、被害防除対策、個体数調

整、生息環境整備等の事業を総合的に実施するとともに、モニタリングによる科学的な評価に

基づく保護管理事業を推進するため、第２期特定鳥獣（イノシシ）保護管理計画を策定し、取

り組みを進めてきた。 

こうした中、平成２６年５月に鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部が改正され、

これまでの保護のための管理から積極的な管理（鳥獣の生息数を適正な水準に減少させ又はそ

の生息範囲を縮小させること）に向けて、計画体系の見直しが行われ、平成27年5月に第二種

特定鳥獣（イノシシ）管理計画を策定し、個体数管理、生息環境管理、被害防止対策等を実践

してきた。 

第二種特定鳥獣（イノシシ）管理計画が令和３年度末に満了となるが、農作物被害が恒常的

に発生していることから、第３期第二種特定鳥獣（イノシシ）管理計画を策定し、引き続き個

体数管理、生息環境管理、被害防止対策等を実施する。 

 

２ 管理すべき鳥獣の種類 

  イノシシ（Sus scrofa） 

 

３ 計画の期間 

  法令上の理由から、上位計画である第１３次鳥獣保護管理事業計画を勘案し、次のとおりと

する。 

  令和４年４月１日～令和９年３月３１日 

  なお、特定計画の有効期間内であっても、イノシシの生息状況や社会的状況に大きな変動が

生じた場合は、必要に応じて特定計画の改定等を行う。 
 

４ 管理が行われるべき区域 

  イノシシの分布は全県的に認められることから、管理が行われるべき区域は県内全域とする。 
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５ 現状 

（１）生息環境 

本県は日本列島のほぼ中央に位置している（東端東経１３９度０８分０４秒（上野原市）

～西端東経１３８度１０分４９秒（南アルプス市）、南端北緯３５度１０分０６秒（南巨

摩郡南部町）～北端北緯３５度５８分１８秒（北杜市）。 

地形は、甲府盆地を中心に、北東部に秩父山地、西部には南アルプス（赤石山地）、南

北に巨摩山地が連なり、北部に八ヶ岳、茅ヶ岳が広い裾野を広げている。南部には静岡県

境をまたぐ富士山（３,７７６ｍ）と、その北側に御坂山地が、東には神奈川県境をまたぐ

丹沢山地が続いている。 

また、代表的な河川として、駿河湾に注ぐ富士川水系の釜無川、笛吹川、相模湾へ注ぐ

相模川水系の桂川が流れている。また、東京湾に注ぐ多摩川水系の丹波川、小菅川がある。 

県土面積は４,４６５ｋ㎡でわが国の総面積の１.２％にあたり、県土の７７.８％は森林

で占められ、その４４.１％が人工林である。また、森林面積の５８.３％が保安林に指定

されている。森林に続く土地利用形態は農用地が５.３％、宅地が４.３％、道路が２.７％、

水面・河川・水路が２.１％で、その他が７.９％となっている。 

植生は、地理的特徴を反映して暖帯から寒帯まで幅広い気候帯を持つため多様な植物種

や植物群落が見られる。暖帯は常緑広葉樹林帯、温帯はナラを代表とする落葉広葉樹林帯

となっており、亜高山帯（海抜１,６００ｍから２,４００ｍ）にはコメツガなどの常緑針

葉樹林帯が広がっている。さらに、南アルプス、八ヶ岳、関東山地の海抜２,４００ｍ以上

の寒帯にはハイマツがあり高山植物の宝庫となっている。 

以上のような環境特性から、本県は本来多種多様な動植物が生息・生育できる自然環境

条件に恵まれている。しかし、開発や森林の変化、中山間地域を取りまく環境の変化等に

より野生鳥獣の生息環境は大きく変化した。 

その結果、生息数が減少する種が見られる一方、生息数が増加し人間活動との軋轢が大

きな社会問題となっている種も現れている。 
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図1 山梨県の地形概要 

 

（２）生息動向及び捕獲等の状況  

ア 生息動向  

第一種銃猟における目撃率及び捕獲率の変化を見ると、平成２３年度以降、増減を繰り

返しながら減少していることから、イノシシの個体数は減少傾向にあると考えられる（表１）。                         

ただし、耕作放棄地が存在することにより依然として集落に出没しやすい生息環境とな

っている。    

なお、イノシシは、春季（５、６月）にタケノコを、夏から初秋季（７～９月）に双子

葉植物を多く採食し、秋季（１０～１２月）にどんぐりなどの堅果類を、晩秋から冬季

（１１月～４月）に根や地下茎を主に食べることが報告されている。また、身を隠せる場

所を好む習性があり、身を隠せる草本、低木の茂み、落葉広葉樹林、竹林等を利用するこ

とも報告されている。 

(ア)生息分布 

  a  平成１８年度の分布状況 

平成１８年度における出猟カレンダー及び痕跡密度調査によるイノシシの分布状況

を図２に示した。調査対象メッシュは１８１、非調査対象メッシュは３５であった。

生息確認メッシュは１４５あり、生息確認率は80.1％であった。 

ｂ  平成２８年度の分布状況 
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次に平成２８年度における出猟カレンダーによるイノシシの分布状況は図３のとお

りである。調査対象メッシュは１７４、非調査対象メッシュは４２であった。生息確

認メッシュは１１７あり、生息確認率は６７.２％であった。平成１８年度における出

猟カレンダーによるイノシシの分布状況より縮小している。 

c  令和２年度の分布状況 

令和２年度における出猟カレンダーによるイノシシの分布状況は図４のとおりで 

ある。調査対象メッシュは１７２、非調査対象メッシュは４４であった。生息確認メ

ッシュは１０９あり、生息確認率は６３.４％であった。平成２８年度に比べ生息確認

率が３.８％減少していることから生息分布がやや縮小していると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 令和２年度 

イノシシ目撃数の分布（第一種銃猟） 
 

図３ 平成２８年度 
イノシシ目撃数の分布（第一種銃猟） 

図２ 平成１８年度 
イノシシ目撃数の分布（第一種銃猟） 
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（イ）生息密度 

イノシシの繁殖は堅果類の豊凶（表１）等による餌資源量の年変動により大きく変化

することが報告されている。また餌資源の分布変動によって行動域を大きく変化させる

動物であるため、年により捕獲率が大きく変化することもあり得る。イノシシの個体群

動向を評価するには比較的長期の密度指標変化に基づく必要があると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、平成２３年度から令和２年度までの第一種銃猟における出猟人日数、イノシシ

目撃数、捕獲数、目撃率、捕獲率を表２、図５に示した。上記の観点からイノシシの密

度を評価すると、捕獲率は年変動が大きいが、全体的には目撃率の年変化と一致してい

る。また、目撃率、捕獲率ともに若干減少傾向にあり、イノシシの生息密度は、やや減

少していると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 山梨県の堅果類の豊凶調査結果（Ｈ２８～Ｒ２） 

H28 H29 H30 R1 R2

ブナ 凶作 凶作 凶作 凶作 凶作～並作

ミズナラ 凶作～並作 並作 凶作～並作 凶作 並作

コナラ 並作 並作 並作 並作 並作

表２ 目撃率および捕獲率の変化（第一種銃猟） 

0.23 

0.17 0.07 

0.08 

頭/日数       頭/日数 
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イ 捕獲等の状況 

 （ア）捕獲状況 

   狩猟、有害鳥獣捕獲及び管理捕獲を合わせたイノシシの捕獲頭数は、平成１８年度か

ら概ね１,７００頭から４,０００頭の間を隔年で増減しながら推移し、平成２７年度か

らは増加傾向となり、令和元年度は過去最高の４,３３０頭となり、令和２年度は一

転して２,２００頭に減少した。 

a 狩猟 

本県では、平成１８年度からイノシシの狩猟期間を２月１６日から３月１５日まで

１か月間延長している。平成１８年度から令和２年度までの狩猟による総捕獲頭数は、

１９,０７７頭であり、１年当り１,２７２頭となっている。狩猟による捕獲は全体の

42％を占めており個体数を調整する上で狩猟が重要な役割を担っている。 

なお、同じく狩猟の延長期間における総捕獲頭数は、３,０８９頭であり、１年当り

２０６頭となっており、延長期間における捕獲頭数の全体に占める割合は16.2％とな

っていることから、狩猟期間の延長により捕獲圧の強化ができていると言える。 

また本県では、平成１９年度から特例休猟区制度を導入し、休猟区が設定された際

は、その区域内におけるイノシシの狩猟を可能としている。 

ｂ 有害捕獲 

有害捕獲は、管理捕獲を本格的に実施した平成２０年度以降、１００頭から２００

頭程度で推移していた。平成２９年度に５００頭を超え、平成３０年度には９００頭

となったが、令和２年度は２００頭と大幅に減少している。 

図５ 目撃率および捕獲率の変化（第一種銃猟） 
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ｃ 管理捕獲（個体数調整のための捕獲） 

管理捕獲は、平成１８年度から始まり、本格実施した平成２０年度以降の捕獲数は

１,０００頭前後で推移し、平成２８年度以降は１,５００頭前後で推移している。 

 

表３ 捕獲目的別の捕獲頭数の推移 

 

 

 

 

 

  （イ）錯誤捕獲状況 

捕獲の強化に伴い、わなの設置台数が増加し、ツキノワグマ、ニホンカモシカの錯誤

捕獲が発生している。 

特にツキノワグマの錯誤捕獲については、人身被害につながる危険性があるため、対

処方法をあらかじめ決めておき、適切な放獣を実施することが必要である。そのため、

本県では、ツキノワグマの保護と被害防止を図ることを目的とし、市町村に対して放獣

費用の助成を行っている。 

（ウ）捕獲の担い手に関する状況 

      管理捕獲や狩猟による個体数調整の担い手である県内の狩猟免許所持者は、近年下げ

止まっているものの、長いスパンでみると減少しており、高齢化も進んでいるため（図

１２）、新たな担い手の育成が必要となっている。 

特に、第一種銃猟免許については、平成２１年の銃砲刀剣類所持等取締法改正により、

猟銃所持に係る規制が厳格化されたことから、狩猟免許所持者数の減少が進んでおり、

今後、銃器を用いた個体数調整を継続することが困難になることが予想される。 

一方、わな猟免許所持者は増加傾向にあることから、今後の管理事業を継続するため

には、わな猟を活用・促進普及させる必要がある。 

令和２年度時点の狩猟免許所持者は３,７０６名であり内訳は次のとおりである。 

・第一種銃猟 １,９２９名   ・第二種銃猟 ３５名  

・わな １,６６３名      ・網 ７９名 

また、年齢別（令和２年度末）では、６０才以上の狩猟免許所持者が全体の約５８％と最

も多くなっている。 

 

（３）被害状況及び対策の実施状況 

ア 被害発生の経緯と現状 

平成２７年度以降 、概ね減少傾向となっており、令和２年度は被害面積２８ha、被害

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2
狩　　猟 2,443 1,156 1,713 1,676 1,775 1,433 1,602 681 1,154 693 953 736 1,016 1,542 503

うち延長分 370 231 275 283 263 219 221 95 216 119 275 283 64 68 107
有害捕獲 1,393 412 185 178 151 110 269 112 133 174 255 575 535 913 257
管理捕獲 151 145 798 1,004 1,271 999 1,857 1,158 1,235 1,062 1,556 1,169 1,507 1,875 1,440

合　　計 3,987 1,713 2,696 2,858 3,197 2,542 3,728 1,951 2,522 1,929 2,764 2,480 3,058 4,330 2,200
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量１６７t、被害金額３５百万円であった。（図６）  

被害が減少している要因としては、捕獲頭数は、平成２７年度の１,９２９頭から令和

元年度の４，３３０頭まで増加したことから、捕獲数の増加が被害の減少に寄与している

ことが考えられる（表３）。また、荒廃農地（現に耕作されておらず、耕作の放棄により

荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地）は微減してい

るが依然として広く、イノシシが集落に出没しやすい環境となっている。（表４） 

 

 

図６ イノシシによる農作物被害状況     

 

イ 荒廃農地面積の推移 

令和２年度は、本県の荒廃農地面積は６,６９５haであり、平成２７年度に比べ、面積

で３１４ha減少しているが、依然として多い。 

 

 

  H27 Ｈ28 H29 Ｈ30 R1 R2 

荒廃農地面積 （ha） 7,009  6,786  6,818 6,791  6,808   6,695 

     ※荒廃農地：現に耕作されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の 

農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地 

※耕作放棄地：荒廃農地に、不作付地を加えた農地 

     

ウ 被害防除対策の実施状況 

    獣害防止柵の設置などを行い、加害個体の侵入を防止しており、平成２８年度から令

和２年度までにおける獣害防止柵の整備による被害防止面積は、累計で９２６haとなっ

ている。 

 

表４ 荒廃農地面積の推移 
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図７ 農地に係る獣害防止柵の設置状況（面積）                      

 

（４）その他 

    イノシシは、古くから食料、衣料、日常生活品のための重要な資源で、狩猟の対象とさ

れてきた。現在でも魅力ある狩猟資源として活用されており、経済的価値も持っている。

 また、近年大型獣を対象とする大物猟への嗜好が高まる中で狩猟者にとって最も重要な

動物の一つとなっているため、個体数を調整する上で管理捕獲等だけでなく狩猟が重要な

役割を担っている。 

また、豚熱（CSF）の野生イノシシの罹患個体が概ね県内全域で確認される状況となって

いる。（表５、図８） 

 

表５ 野生のイノシシの豚熱（CSF）検査実施状況 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 検査 

個体 

陽性 陽性内訳 

死亡 捕獲 

Ｒ１ 153 13 6 7 

Ｒ２ 198 56 37 19 

Ｒ３ 88 10 9 1 

（単位：頭） 

※(Ｒ４年２月現在） 
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６ 特定計画の評価と改善 

第２期計画に記載した管理の目標について、次のとおり評価した。 

（１）農作物被害の抑制 

    イノシシによる農作物被害については、管理捕獲の実施や獣害防止柵の設置などを行い、

農業被害面積、被害量、被害額のいずれも概ね減少傾向にあり、農作物被害は抑制されて

いる（図６）。 

しかしながら、依然として被害が発生している状況にあるため、引き続き、里山周辺の

イノシシの捕獲を続ける必要がある。 

 

 

図８ 山梨県内の野生イノシシの豚熱（CSF）発生状況   (Ｒ４年２月現在) 

陽性捕獲イノシシ
陰性捕獲イノシシ
陽性死亡イノシシ
陰性死亡イノシシ

発生農場
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（２）地域個体群の健全かつ適正な維持 

地域個体群の健全かつ適正な維持を行うため、奥山のイノシシについての管理捕獲を行

わず、里山のイノシシの密度を減らすことを目標に、管理捕獲の実施、集落周辺の環境整

備を行った結果、第２期計画以前の平成２８年度と令和２年度のイノシシ目撃数の分布を

比較すると、里山周辺の目撃数が減少している（図３、図４）。 

ただし、里山周辺では目撃が令和２年度には７０４頭あり、未だに多数確認されている

ことから、集落周辺の里山を中心にイノシシの捕獲を継続する必要がある。 

    以上のことから、市町村と連携し、被害の実態に即した管理捕獲、集落周辺の環境整備、

獣害防止柵の設置などを効果的に行い、イノシシと人間との共存及び地域個体群の健全か

つ適正な維持を図る必要がある。 

 

７ 管理の目標 

イノシシによる被害の多くは農作物被害であり、生活被害や林業被害を出すことは少ないこ

とから、最も重視するべきことは、農作物被害の抑制であるとともに、古くから狩猟の対象と

して価値の高い野生動物であること、また生物多様性保全の観点から、地域個体群の保全に配

慮が必要であるとの視点に立って、本計画では次の２点を管理の目標とする。 

① 農作物被害の抑制 

② 地域個体群の健全かつ適正な維持 
 

 

管理の目標を達成するため、個体数管理、生息環境管理、被害防止対策の３つの項目を

バランス良く計画的に実施する必要がある。また、柵の設置により捕獲がしやすくなり、

生息環境管理の効果を十分なものとすることができるなど、これらの３項目は相互に深く

関係性を持っていることから、総合的に実施する必要がある。 

施策を実施する際には、被害防除地域（被害を重点的に防ぐ場所）を定め、その中で上

記３項目を計画的かつ総合的に行う。生息密度を適正な水準に減少させるには個体数調整

だけでなく耕作放棄地などの生息環境の改善を行うことが不可欠である。これらの対策に

より被害を減少させることができる。 

 

８ 数の調整に関する事項 

イノシシによる被害の多くは農作物被害であることと、狩猟者の減少により捕獲の努力量が

低下するおそれがある現状を踏まえ、特に農作物被害につながる加害個体の捕獲や、里山のイ

ノシシの密度を減らすことを目標とする。具体的には以下のとおりとする。 

・ 奥山のイノシシについての管理捕獲は行わない。 

・ 農業被害につながるのは、里山の耕作地周辺に生息するイノシシであることから、この

地域のイノシシの密度を限りなく０に近づけることを目標にする。 

目標を達成するための施策の基本的考え方 
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数の調整は、狩猟、農林業被害等の防止のための捕獲（有害捕獲）、生息数又は生息範囲の抑

制のための捕獲(管理捕獲)により実施する。 

県は、毎年度、数の調整による捕獲頭数の目標を定めた実施計画を策定するものとする。 

 

（１）捕獲等事業の実施に関する事項 

ア 狩猟 

県内全域の狩猟圧を高めるため、次の施策を実施する。 

（ア）特例休猟区制度の適用 

本県では平成１９年度からイノシシについて特例休猟区制度を適用しており、平成２８

年度以降、休猟区の指定はないが、今後、休猟区が指定された際は、その区域内におけ

るイノシシの狩猟を可能とする。 

（イ）狩猟期間の延長 

イノシシの狩猟期間については、引き続き１１月１５日から３月１５日とし、通常の

狩猟期間を１か月間延長することとする。ただし、モニタリング調査等により期間延長

の必要がないと判断された場合は中止する。 

（ウ）くくりわなの輪の直径の規制緩和 

イノシシを捕獲するために使用するくくりわなの輪の直径を１２ｃｍ以下とする規制

を、ツキノワグマが冬眠に入るであろう時期から狩猟が終了する日までの期間に限り、

２０ｃｍ以下に緩和する。 

なお、規制緩和の開始日については、イノシシ・ツキノワグマ保護管理会議の意見等

を踏まえ、狩猟期前に定めることとする。 

なお、くくりわなによるツキノワグマの捕獲は禁止されているが、イノシシを捕獲す

るために仕掛けたくくりわなに、ツキノワグマがかかるケースがある。くくりわなによ

るイノシシの狩猟を行う場合には、ツキノワグマの錯誤捕獲を防止するため、わなの設

置場所や設置方法等についての指導を徹底する。 

 

イ 有害捕獲 

有害捕獲は、イノシシによる農業被害等を防止するために里山を中心とした地域で市

町村、農業協同組合等の法人及び被害を受けている個人等が実施する。 

実施時期は、農作物被害が多い時期を中心に実施する。 

捕獲方法は、実施時期や実施区域に応じてくくりわな、はこわな、銃猟等を適宜選択

して行い、加害個体を捕獲するように努める。 

また、ツキノワグマの活動期間である４月から１２月は錯誤捕獲が起きないよう、くく

りわなの使用はできるだけ避け、はこわなを用いる。 
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ウ 管理捕獲 

管理捕獲は、里山の耕作地周辺に生息するイノシシを対象として市町村が実施する。 

実施時期は、通年であるが、メスの成獣の妊娠期間中や特に農作物被害が多い時期に実

施するよう努める。 

実施区域は、市町村において農作物被害が多い地区を選定する。 

管理捕獲の実施に当たっては、事前に地域住民に周知し、安全確保に努める。 

捕獲方法については、実施時期や実施区域に応じてくくりわな、はこわな、銃猟等を適

宜選択して行う。 

また、ツキノワグマの活動期間である４月～１２月は錯誤捕獲が起きないようにくくり

わなの使用はできるだけ避け、はこわなを用いる。 

 

（２）捕獲数の目標 

基本方針に従って狩猟・有害捕獲・管理捕獲を合わせた捕獲数の目標を以下に定める。 

 県内に生息するイノシシの生息数を適正な水準に減少させ、又はその生息地を適正な範囲

に縮小させるため、過去１０年（平成１８年度～２７年度）における捕獲頭数の平均値

が２,７１２頭であることから、耕作放棄地周辺等の里山における捕獲の取り組みの一層

の強化により年間３,０００頭を目標とする。 

また、農作物の被害状況やモニタリング調査の結果を踏まえ、必要に応じて捕獲圧の調

整や捕獲数の目標の見直しを行う。 

 

９ 生息地の保護及び整備に関する事項 

生息地の保護及び環境の整備には、イノシシを集落に近づけないようにする集落環境の整備

と、奥山等でイノシシの個体群の存続を将来的に保障していくための環境の整備の２点がある。 

 

（１）集落環境の整備 

     イノシシを集落に近づけないように集落環境の整備を行うが、詳細は１０（１）集落周

辺の環境整備に記載する。 

 

（２）奥山等での環境整備 

奥山等でイノシシの個体群の存続を将来的に保障していくために環境の整備を行う。 

イノシシの生息環境である森林の手入不足やニホンジカの採食圧等により荒廃が進んで

いることから、ニホンジカの個体数調整との連携を図る。また、農地及び人家から離れた

場所を中心に、現存する広葉樹林の保全・整備、針葉樹林の針広混交林への誘導等、多様

な自然植生の維持・回復に資する森林の保全・整備を推進する。 
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１０ 被害防除対策に関する事項 

イノシシにとって集落や地域を餌場と認識させない取り組みを行うには、個人の努力だけで

は限界があり地域ぐるみで被害防止対策に取り組む必要がある。被害が発生している地域、特

に中山間地域における耕作地周辺の山林（里山）や、耕作放棄地の管理不足は、イノシシの餌

場や隠れ場といった好適な生息環境を提供すると考えられるので、これら被害発生の要因除去

に努める必要がある。 

 

（１）集落周辺の環境整備 

ア 集落内農地土地利用形態の見直し 

あまり食べようとしない作物（ショウガ、トウガラシ、シソ等）の作付けや、畑の周囲

をこのような作物で囲い目隠しにする等、地域の土地利用形態を見直す。 

イ 野生動物を誘引する要素の除去 

野生動物は農作物だけを目当てに人里に侵入しているわけではない。集落内に存在する

収穫しなくなった放任果樹や収穫残渣・くず野菜の放置、墓地の供物の放置などが野生獣

に対する餌付け行為となる。したがって、イノシシを集落に近づけるこのような要因を排

除した環境改善を行う。 

ウ 集落周辺の森林（里山）の手入れ 

集落周辺の里山の森林整備を行い、人と動物との緩衝帯を設置し、イノシシ等の野生動

物を集落や田畑などの人間の生活圏に入りにくくする。 

エ 竹林の手入れ 

春から初夏にかけて生長するタケノコは、イノシシの餌となるので、竹林を適切に管理

することによって、竹林を拠点として集落に入りにくくする。 

オ 耕作放棄地等の解消 

水田等の耕作放棄地における放牧等や刈り払い、放任果樹地帯の整備を行うことによ

って野生動物を集落に入りにくくする。 

カ 追い払い 

忌避剤や威嚇音等による追い払いを行い、農地等への進入を防止する。 

なお、忌避剤や威嚇音等による追い払い等については、イノシシの慣れ等により、効果

が出にくい場合や効果が持続しない場合があり、注意が必要である。 

 

（２）柵の設置等による被害防除の強化 

ワイヤーメッシュ柵や電気柵（県総合農業技術センターで開発した多獣種対応型進入防

止柵である「獣塀くんライト」等）といった柵は、正しく設置すればイノシシの被害防除

に効果がある。 

農業者等は、被害状況に応じて電気柵等を設置し農作物の被害等を防除する。 



15 

 

市町村、農業団体等は、地域の実情に合わせ必要に応じて農地や集落を獣害対策用の柵

で囲いイノシシの侵入を防止する。また里山と農地の間に柵を設置し、被害軽減と棲み分

けを図る。 

 

 （３）地域ぐるみの取り組み 

地域における総合的な被害防除の取り組みとして市町村、県等から支援を受けながら地

域ぐるみで次の取り組みを行う。 

ア 学習会の開催等 

イノシシの生態、被害防止対策に関する知識や技術等の習得や地域リーダーの育成を図

る。 

    イ 合意形成 

自治会等において被害状況や被害防止対策に関する共通認識を持ち、取組方針等の合意

形成を図る。 

 

１１ モニタリング等調査研究 

本計画は令和２年度までに実施されたイノシシ生息等モニタリング調査、被害調査等の結果

に基づいている。しかし、イノシシの生息状況、生態等については未解明な部分も多く、生息

状況や被害状況については、今後さらなる調査研究が必要である。 

ア 生息状況 

モニタリングは科学的・計画的な管理を遂行するために必須である。そのため、以下の

情報を把握し、フィードバックする体制の整備に努めるものとする。 

（ア）分布 

出猟カレンダー（単位：５ｋｍメッシュ）により、毎年その状況を把握する。 

（イ）生息密度 

生息密度指標は、生息等モニタリング調査で行ったように、捕獲数、捕獲効率、目撃

数、目撃率、痕跡密度を総合的に分析し、判断することが必要である。 

イ 被害状況 

農林業被害を把握するため、「野生鳥獣による農作物被害状況調査」等により、農業者、

農業団体等の協力を得て被害品目、被害量等の情報を収集する。 

 

１２ その他管理のために必要な事項  

（１）計画の実施体制 

行政、農林業者、地域住民、農林業団体、狩猟者団体等の連携により実施する。 

 

（２）市街地出没への対応 

市街地へのイノシシの出没に対応できるよう、市町村が策定するイノシシ等の大型獣が
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出没した際の対策マニュアルについて作成支援を行う。 

 

（３）豚熱(CSF)、アフリカ豚熱（ASF）等感染症対策 

現状、県内においても豚、イノシシ共通の感染症である豚熱（CSF）が全県的に発生して

いるため、豚熱の対策としてイノシシに関連する感染症の資料を作成し、捕獲従事者等へ

の感染防止対策、捕獲時のイノシシの適切な扱いなど、周知を行う。 

また、現在、アフリカ豚熱（ASF）は国内未発生であるが、発生状況によっては捕獲事業

者や狩猟者に対し、必要な防疫措置を徹底するため、講習会にて普及啓発資料の配布等の

周知を図る必要がある。 

 

（４）錯誤捕獲の予防 

   錯誤捕獲を予防するため、捕獲目的の動物に合ったわな・檻の設置等の徹底を図る。 

また、錯獲捕獲が複数回発生した場合には、周辺でのわな設置を中止することを指導し、

錯誤捕獲の防止に努める。 

 

（５）普及啓発・広報活動 

     管理事業の実施に当たっては、住民はもとより幅広い関係者の理解と協力が不可欠であ

ることから、県は管理事業の実施状況や調査結果に基づく、イノシシの生息状況、被害状

況、捕獲状況等について、ホームページ等により公表するよう努める。 

市町村は、イノシシの生息状況など地域の実情に応じた講習会の開催やパンフレットの

活用等により、住民等に対しイノシシに関する基本的知識の周知や、イノシシに対する被

害防止対策や生息環境管理など、住民自らが取り組める対策の普及啓発に努める。 

 

（６）その他 

管理事業の実施に当たっては、県や大学等の研究機関の科学的知見に基づく調査結果や

研究成果を取り入れ、管理の目標設定や、目標を達成するための施策に反映させる。 
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【山梨県イノシシ・ツキノワグマ保護管理会議】
（学識経験者・農林業団体・自然保護団体・行政関係者等）

　　　　諮問 　　　　答申 ○第二種特定鳥獣管理計画の見直し
○実施計画検討
○モニタリング結果の評価
○管理計画の点検・評価

検討 　　　　意見
依頼

広域協議会・連携

【山梨県・野生鳥獣被害対策連絡会議】

【野生鳥獣害被害対策研究チーム】

○第二種特定鳥獣管理計画の策定・見直し
○実施計画の策定
○野生鳥獣被害対策連絡協議会等の運営 ○被害現地の分析指導や助言
○捕獲許可基準及び狩猟規制の設定 ○有効な防護方法の研究開発
○被害・捕獲情報の収集・分析 ○有効な捕獲方法の研究開発
○隣接都県との情報交換・連携
○モニタリング結果の分析・検討
○農林業被害対策に対する支援等 【地域野生鳥獣被害対策チーム】

○被害集落に対する支援

○市町村に対する助言、支援
○農林業者等に対する普及啓発・支援

　　助言 助言
　　支援 　 報告 支援 　 報告

【市町村】 【地域関係団体等】
○市町村別実施計画案の作成 （農林業等関係団体等）
○被害防除対策の実施・支援 ○被害実態の把握
○被害実態の把握 ○農林業者の支援・指導等
○管理捕獲の実施 （猟友会）

○個体数調整への協力
○追い払いへの協力
（自然保護団体等）
○被害防除への協力
○普及啓発への協力

支援

各地域【農業者、林業者、住民等】
○被害防除対策の実施　○個体数調整の実施　○被害報告　○各種地域ぐるみの取組

県　環　境　保　全　審　議　会

国・隣接都県

【地域野生鳥獣被害対策連絡会議】

○地域別実施計画案の作成
○被害防除対策の検討
○広域連携・調整

富士山科学研究所、森林総合研究所、総合農業技術セン

ター、水産技術センター

林務環境事務所、農務事務所等

林務環境事務所、農務事務所、保健福祉事務所、市町村、猟友会、

恩賜県有財産保護組合 等

県担当課、県警生活安全企画課、市長会、町村会、県猟友

会、ＪＡ山梨中央会、森林組合連合会、恩賜林保護組合連合
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捕獲状況及び狩猟者の状況 

① イノシシ捕獲数の経年変化 
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合計

 

図9 山梨県のイノシシ捕獲数の推移 

表６ 山梨県のイノシシ捕獲数の推移（図9の基礎データ） 
山梨県 山梨県狩猟数 山梨県有害捕獲数 山梨県管理捕獲数 合計 

H6 785 55   840 

H7 615 107   722 

H8 955 181   1,136 

H9 817 162   979 

H10 800 94   894 

H11 1,216 353   1,569 

H12 908 297   1,205 

H13 1,290 536   1,826 

H14 1,166 373   1,539 

H15 1,313 650   1,963 

H16 1,573 639   2,212 

H17 1,271 562   1,833 

H18 2,443 1,393 151 3,987 

H19 1,156 412 145 1,713 

H20 1,713 185 798 2,696 

H21 1,676 178 1,004 2,858 

H22 1,775 151 1,271 3,197 

H23 1,433 110 999 2,542 

H24 1,602 269 1,857 3,728 

H25 681 112 1,158 1,951 

H26 1,154 133 1,235 2,522 

H27 693 174 1,062 1,929 

H28 953 255 1,556 2,764 

H29 736 575 1,169 2,480 

H30 1,016 535 1,507 3,058 

R1 1,542 913 1,875 4,330 

R2 503 257 1,440 2,200 
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② 狩猟免許種別のイノシシ捕獲数 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図10 山梨県の平成16度から令和２年度までの狩猟免許別の狩猟数 

 

 

 

③ 狩猟者登録数 

年度 Ｈ６ Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 

県内者人数 4,035 4,050 3,903 3,863 3,863 3,658 3,575 3,581 3,409 3,346 3,277 3,023 2,924 2,871 

県外者人数 2,117 2,048 1,989 1,934 1,976 1,867 1,753 1,715 1,532 1,455 1,410 1,297 1,247 1,252 

年度 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

 県内者人数 2,871 2,741 2,666 2,547 2,437 2,381 2,366 2,356 2,472 2,661 2,659 2,674 2,681 

 県外者人数 1,209 1,114 1,048 977 897 900 835 812 834 779 764 779 701 

  

 

図11 山梨県の狩猟者登録数の推移 
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④ 年齢別狩猟者数の推移 
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年齢別狩猟免状交付状況（県内）

 

年度 H1 H5 H10 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
5,730 5,252 4,671 4,147 4,203 3,813 3,845 3,864 3,484 4,266 4,196 3,455

人数 - - - - - - - - - - - -
％ - - - - - - - - - - - -
人数 126 105 61 55 62 45 48 43 40 55 44 47
％ 2.2% 2.0% 1.3% 1.3% 1.5% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.3% 1.0% 1.4%
人数 1,146 498 270 233 212 181 180 195 165 200 200 183
％ 20.0% 9.5% 5.8% 5.6% 5.0% 4.7% 4.7% 5.0% 4.7% 4.7% 4.8% 5.3%
人数 2,063 1,761 982 620 595 469 431 378 345 389 351 300
％ 36.0% 33.5% 21.0% 15.0% 14.2% 12.3% 11.2% 9.8% 9.9% 9.1% 8.4% 8.7%
人数 1,559 1,656 1,685 1,536 1,495 1,392 1,335 1,282 1,084 1,220 1,048 786
％ 27.2% 31.5% 36.1% 37.0% 35.6% 36.5% 34.7% 33.2% 31.1% 28.6% 25.0% 22.7%
人数 836 1,232 1,673 1,703 1,839 1,726 1,851 1,966 1,850 2,402 2,553 2,139
％ 14.6% 23.5% 35.8% 41.1% 43.8% 45.3% 48.1% 50.9% 53.1% 56.3% 60.8% 61.9%

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2
3,559 3,647 3,193 3,317 3,380 3,265 3,467 3,597 3,518 3,670 3,706

人数 - - - - - 2 1 5 2 5 3

％ - - - - - 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
人数 54 61 60 76 94 102 125 124 140 139 130

％ 1.5% 1.7% 1.9% 2.3% 2.8% 3.1% 3.6% 3.4% 4.0% 3.8% 3.5%
人数 194 175 190 208 211 235 298 336 354 378 377

％ 5.5% 4.8% 6.0% 6.3% 6.2% 7.2% 8.6% 9.3% 10.1% 10.3% 10.2%
人数 306 307 286 316 339 384 421 441 470 497 483

％ 8.6% 8.4% 9.0% 9.5% 10.0% 11.8% 12.1% 12.3% 13.4% 13.5% 13.0%
人数 739 635 570 544 540 504 481 486 504 532 546

％ 20.8% 17.4% 17.9% 16.4% 16.0% 15.4% 13.9% 13.5% 14.3% 14.5% 14.7%
人数 2,266 2,469 2,087 2,173 2,196 2,038 2,141 2,205 2,048 2119 2167

％ 63.7% 67.7% 65.4% 65.5% 65.0% 62.4% 61.8% 61.3% 58.2% 57.7% 58.5%

40～49歳

50～59歳

60歳以上

60歳以上

50～59歳

総数

18～19歳

20～29歳

30～39歳

総数

20～29歳

30～39歳

40～49歳

18～19歳

 

図12 山梨県の年齢別狩猟者数の推移 
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⑤ イノシシに係る計画策定の経緯 

 ・第１期特定鳥獣保護管理計画（H17年 4月1日～H24年3月 31日） 

・第２期特定鳥獣保護管理計画（H24年4月1日～H27年5月 28日） 

     ・第１期第二種特定鳥獣管理計画（H27年5月 29日～H29年3月 31日） 

        ・第２期第二種特定鳥獣管理計画（H29年4月1日～R4年 3月 31日） 
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わな 狩猟 ④山梨県ニホンジカ・イノシシ出猟カレンダー（わな猟用） 
 

【このカレンダーは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第 75 条「報告徴収」の一環として記入し

ていただくものです。登録証返納の際、出猟の有無に関わらず、必ず提出してください。】 

氏名  年令     才 狩猟歴 年 狩猟者登録番号  

シカ猟出猟の有無 有 ･ 無 イノシシ猟出猟の有無 有 ･ 無 

 

罠稼働期間 
罠を設置した   

メッシュ番号 
罠の種類 罠の台数 

シ カ 

捕獲数 

イノシシ 

捕獲数 

皮膚病（疥癬など）

と疑われるイノシ

シ 

開始日～終了

日 
♂ ♀ ♂ ♀ 幼獣 目撃 病状 

記入例     

11/16～11/30 
０ ９ ６ 

くくり罠・箱罠・囲い罠 
７ 1  １ ０ ０ 皮膚病１ 重 

記入例 

11/20～11/30 
０ ９ ６ くくり罠・箱罠・囲い罠 ２  1 ０ ０ ０   

記入例 

12/1～12/10 
１ １ ０ 

くくり罠・箱罠・囲い罠 
５ 1  ０ ２ ０ 皮膚病１ 中 

～    くくり罠・箱罠・囲い罠         

～    くくり罠・箱罠・囲い罠         

～    くくり罠・箱罠・囲い罠         

裏面へ続く ﾆﾎﾝｼﾞｶ・ｲﾉｼｼの狩猟期間(11 月 15 日～翌年 3 月 15 日)中の期間となります。 
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一種銃猟 狩猟 ④山梨県ニホンジカ・イノシシ出猟カレンダー（第一種銃猟用） 
 

【このカレンダーは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第 75 条「報告徴収」の一環として記入して

いただくものです。登録証返納の際、出猟の有無に関わらず、必ず提出してください。】 

※２人以上のグループで出猟した場合の捕獲数と目撃数は報告が重複しないように、その日のグループ代表者がまとめて記入してください。 

氏 名  年 令     才 狩猟歴 年 狩猟者登録番号  

シカ猟出猟の有無 有 ･ 無 イノシシ猟出猟の有無 有 ・ 無 クマ猟出猟の有無 有 ・ 無 
 

出猟月日 
出猟した地域の 

メッシュ番号 

グループ

出猟人数

（本人を

含む） 

シ カ 

目撃数 

シ カ 

捕獲数 

イノシシ 

目撃数 

イノシシ 

捕獲数 

皮膚病（疥癬な

ど）と疑われるイノ

シシ 

♂ ♀ 不明 ♂ ♀ 成獣 幼獣 不明 ♂ ♀ 幼獣 目撃 病状 

記入例 

１２／１０ 
１ １ ４ １人 １ ２ １ １ ０ １ ０ ０ １ ０ ０ 皮膚病 1 軽 

記入例 

１／２６ 
０ ２ ３   1人 ０ ０ ２ ０ ０ １ １ ０ １ ０ １ 皮膚病 1 重 

記入例 

２／１２ 

 

 

０ 

 

２ 

 

３ 

 

  

１０人    

  

         
 

 

 

 

／       人              

／       人              

                            裏面へ続く     ﾆﾎﾝｼﾞｶ・ｲﾉｼｼの狩猟期間(11 月 15 日～翌年 3 月 15 日)中の期間となります。 

※代表者以外の記載例：「グループ長がまとめて記入」 ※代表者以外も記入 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３期山梨県第二種特定鳥獣（イノシシ）管理計画 

令和４年 月策定 

 

山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課 

〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1 

電話055-223-1520 

 


